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五
月
二
十
七
日
、
ホ
テ
ル
金

沢
に
て
、
昨
年
八
月
に
金
沢
大

学
大
学
院
医
学
系
研
究
科
歯
科

口
腔
外
科
教
授
に
就
任
さ
れ
た

川
尻
秀
一
先
生
に
、
ご
自
身
の

研
究
結
果
を
中
心
に
口
腔
癌
に

つ
い
て
ご
講
演
い
た
だ
き
ま
し

た
。
会
場
に
は
、
歯
科
医
師
、

医
師
な
ど
二
十
人
が
参
加
し
ま

し
た
。

口
腔
癌
の
全
癌
に
占
め
る
割

合
は
三
％
程
度
。
年
間
の
症
例

数
は
七
千
人
程
度
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
舌
癌
、
歯
肉
癌
な
ど
が

好
発
部
位
で
、
ほ
と
ん
ど
が
扁

平
上
皮
癌
で
す
が
肉
眼
的
所
見

は
多
彩
で
す
。
口
腔
は
摂
食
、

嚥
下
、
発
音
な
ど
の
日
常
生
活

に
密
接
に
か
か
わ
る
機
能
を
有

し
て
お
り
、
癌
術
後
に
は
多
く

の
障
害
を
後
遺
し
ま
す
。日
々
、

直
接
口
腔
内
を
診
察
す
る
歯
科

医
師
も
、
早
期
発
見
・
早
期
治

療
に
果
た
す
役
割
は
き
わ
め
て

大
き
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま

せ
ん
。

口
腔
扁
平
上
皮
癌
の
五
年
生

存
率
は
、
六
〇
〜
七
〇
％
程
度

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
川
尻
先

生
は
、
こ
れ
を
上
げ
る
べ
く
、

口
腔
扁
平
上
皮
癌
の
組
織
学
的

悪
性
度
と
生
存
率
と
の
関
連
性

を
長
年
に
わ
た
っ
て
研
究
し
て

こ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
が
今
回

の
講
演
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
で
あ

る
Ｙ
－
Ｋ
分
類
で
す
。
本
分
類

は
、
癌
細
胞
の
浸
潤
の
様
式
に

基
づ
く
分
類
方
法
で
す
。
口
腔

癌
の
浸
潤
様
式
は
１
型
、２
型
、

３
型
、
４
Ｃ
型
、
４
Ｄ
型
の
五

つ
に
分
類
さ
れ
ま
す
。
臨
床
病

理
学
的
に
は
、
浸
潤
像
が
転
移

や
予
後
と
最
も
相
関
す
る
因
子

で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り

ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
五
年
生

存
率
を
比
較
す
る
と
、
４
Ｄ
型

で
は
極
端
に
低
く
、
二
五
〜

四
〇
％
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
悪

性
度
の
高
い
癌
を
選
別
し
、
悪

性
度
別
に
治
療
法
を
確
立
し
、

生
存
率
の
向
上
に
寄
与
し
て
こ

ら
れ
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
浸
潤
機
序
の
解
明

に
よ
り
、
治
療
成
績
を
向
上
さ

せ
る
べ
く
基
礎
的
研
究
を
長
年

に
わ
た
っ
て
精
力
的
に
行
っ
て

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
の
結

果
、
高
度
浸
潤
癌
で
基
底
膜
の

破
壊
、
細
胞
間
接
着
分
子
の
消

失
、
蛋
白
分
解
酵
素
の
過
剰
発

現
、
細
胞
運
動
因
子
の
発
現
、

癌
細
胞
周
囲
の
間
質
に
も
変
化

が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。さ
ら
に
、

ヌ
ー
ド
マ
ウ
ス
を
用
い
たin 

vivo

の
浸
潤
・
転
移
モ
デ
ル

で
は
、
高
度
浸
潤
癌
に
対
す
る

抗
癌
剤
や
分
子
標
的
薬
の
効
果

を
研
究
し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

４
Ｄ
型
口
腔
癌
を
ス
キ
ル
ス

胃
癌
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
と

ら
え
ら
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の

が
、
印
象
的
で
し
た
。

日
本
最
古
の
歴
史

書
で
あ
る『
古
事
記
』

に
よ
る
と
、
日
本
の

国
土
を
作
っ
た
伊
邪

那
岐
命
（
い
ざ
な
ぎ

の
み
こ
と
）
は
、
黄

泉
の
国
に
通
ず
る
黄
泉
比
良
坂

（
よ
も
つ
ひ
ら
さ
か
）
を
大
岩

で
塞
い
で
し
ま
い
、そ
れ
以
来
、

現
世
と
来
世
は
途
絶
え
て
し

ま
っ
た
そ
う
で
す
。
し
か
し
、

そ
の
坂
の
現
世
側
の
半
分
は
伊

賦
夜
坂
（
い
ぶ
や
ざ
か
）
と
呼

ば
れ
、
今
も
松
江
市
東
出
雲
町

に
残
っ
て
お
り
、も
し
か
し
て
、

そ
の
坂
に
行
く
と
一
番
愛
し
い

故
人
に
逢
え
る
の
で
は
な
い
か

と
期
待
し
て
し
ま
い
ま
す
▼
昨

年
の
東
日
本
大
震
災
で
は
約

一
万
九
千
人
の
尊
い
命
が
黄
泉

の
国
へ
導
か
れ
、多
く
の
人
が
、

悲
し
み
に
暮
れ
ま
し
た
。
そ
し

て
、
震
災
か
ら
一
年
が
た
ち
、

お
盆
を
迎
え
、
故
人
を
偲
ぶ
た

び
に
、
こ
の
よ
う
な
出
来
事
が

二
度
と
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と

思
う
こ
と
で
し
ょ
う
▼
も
ち
ろ

ん
地
震
や
津
波
な
ど
の
天
災
は

い
つ
や
っ
て
く
る
か
分
か
り
ま

せ
ん
。
で
す
か
ら
、
備
え
を
万

全
に
す
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん

が
、
福
島
原
発
事
故
の
よ
う
な

人
災
は
、
い
く
ら
で
も
防
ぐ
こ

と
が
で
き
ま
す
▼
そ
れ
な
の

に
、
政
府
は
、
関
西
電
力
大
飯

原
発
の
再
稼
動
を
決
め
ま
し

た
。
そ
れ
も
夏
の
需
要
期
だ
け

で
な
く
、
継
続
し
て
運
転
す
る

そ
う
で
す
。
福
島
原
発
事
故
の

原
因
も
は
っ
き
り
分
か
っ
て
い

な
い
今
、
再
び
、
人
災
を
引
き

起
こ
す
原
因
を
つ
く
ろ
う
と
し

て
い
る
の
で
す
。
日
本
か
ら
原

発
が
な
く
な
ら
な
い
限
り
、
常

に
人
災
の
恐
怖
と
隣
り
合
わ
せ

で
い
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
忘

れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

金
大
口
腔
外
科
・
川
尻
秀
一
教
授
を
講
師
に
歯
科
学
術
講
演
会

岡
部

　孝
一
（
金
沢
市
・
歯
科
）

口
腔
扁
平
上
皮
癌
の
悪
性
度
に
関
す
る

臨
床
な
ら
び
に
基
礎
的
研
究

〜
特
に
高
悪
性
４
Ｄ
型
癌
の
特
徴
に
つ
い
て
〜

『病院マップ』
２０１２年度版

ができました
2012年度版『病院マップ』ができまし
た。会員、掲載病院、ご協賛いただきまし
た企業には、本紙と一緒にお送りします。
なお、追加は送料込みで１冊3,000円
（会員医療機関は2,000円）です。在庫が
無くなり次第、締め切らせていただきます
ので、電話、ＦＡＸ、E-mailなどで保険医
協会までお早めにお申し込みください。申
し込み先は、『病院マップ』の奥付に記載
してあります。

歯科医師、医師ら20人が参加して開かれた歯科学術講演会
（5月27日・ホテル金沢）

講師の川尻秀一先生

大飯原発の再稼働に反対する
５月30日関西広域連合は、関西電力大飯原発３、４号機の再稼働を事

実上容認する声明を発表した。これまで再稼働に一貫して慎重姿勢を貫
いてきた広域連合の突然の方針転換は到底理解できない。

今一度、福島の原発事故の悲惨さに目を向けてほしい。失われた大地、
引き裂かれた住民の生活。何をもって償うというのか？電力確保を人質
に取り、安全確保を事実上棚上げにした政府に、今やこの国を導く資格
などない。

改めて言う。原発立地自治体にとどまらない広範な地域の住民の声に
耳を傾けよ。再稼働に半数以上の国民が反対する現実を直視せよ。そし
て、再び福島原発事故の被害を繰り返さぬために、住民のいのちと健康
を基本に据えたエネルギー政策への転換を今こそ勇気を持って決断して
ほしい。

国民のいのちと健康を守る使命を持つ医師・歯科医師の団体である石
川県保険医協会は、関西電力大飯原発３、４号機の再稼働に断固反対の
意を表明する。 

2012年６月１日　 
 石川県保険医協会

会長　西田　直巳

大飯原発の再稼働に反対する
会長談話を発表

石 川 保 険 医 新 聞（1）2012年7月15日（毎月15日発行） （1998年２月６日第三種郵便物認可）　第483号



「
は
ず
か
し
く
て
街
を

歩
け
な
い
。」「
子
ど
も

た
ち
が
、
登
校
す
る
の

を
嫌
が
っ
て
い
る
。」・・・

こ
れ
が
今
の
生
活
保
護

（
生
保
）
受
給
者
の
状
況

だ
ろ
う
。
五
月
末
の
お
笑
い
タ
レ
ン

ト
の
母
親
が
生
活
保
護
を
受
給
し
て

い
る
と
の
報
道
以
来
、
生
保
バ
ッ
シ

ン
グ
が
続
い
て
い
る
。「
生
保
受
給

額
が
高
過
ぎ
る
」「
扶
養
義
務
を
強

化
せ
よ
」
と
い
っ
た
世
論
形
成
を

謀
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

冷
静
に
考
え
て
見
る
。
今
回
の

ケ
ー
ス
に
は
、
ま
っ
た
く
不
正
や
法

律
違
反
は
な
い
。今
回
の
ケ
ー
ス
は
、

た
ま
た
ま
生
活
保
護
受
給
者
の
子
ど

も
が
高
額
納
税
者
と
な
り
、
そ
の
道

義
的
な
責
任
の
問
題
だ
け
な
の
に
、

利
用
者
全
体
の
問
題
に
す
り
替
え
ら

れ
て
い
る
。

政
治
家
の
発
言
の
中
で
、
厚
労
大

臣
の
「
生
保
の
扶
養
義
務
を
強
化
せ

よ
」と
の
発
言
は
、特
に
問
題
で
あ
る
。

生
保
基
準
の
見
直
し
は
、
昨
年
来
、

厚
労
省
の
専
門
部
会
で
審
議
中
で
、

ま
だ
答
申
が
出
さ
れ
て
い
な
い
の
に
、

こ
の
一
方
的
な
発
言
は
大
変
遺
憾
で

あ
る
。
こ
の
大
臣
は
、
扶
養
義
務
を

強
い
る
結
果
、
過
去
に
餓
死
事
件
が

発
生
し
た
悲
惨
な
実
例
を
ど
れ
だ
け

認
識
さ
れ
て
い
た
か
と
思
う
。

生
活
保
護
受
給
者
や
受
給
額
が
過

去
最
高
と
な
り
、
そ
の
抑
制
に
な
り

ふ
り
構
わ
ず
と
い
う
と
こ
ろ
だ
が
、

補
足
率
（
保
護
基
準
以
下
で
暮
ら
す

世
帯
の
内
、
実
際
に
保
護
を
受
け
て

い
る
比
率
）
は
三
割
以
下
で
、
今
で

も
行
政
の
窓
口
で
門
前
払
い
さ
れ
た

り
、
世
間
体
や
親
族
間
の
軋
轢
を
恐

れ
申
請
し
な
い
方
が
多
い
の
が
現
状

で
あ
る
。

医
療
扶
助
分
野
で
も
、
行
政
刷
新

会
議
で
、
医
療
費
の
自
己
負
担
導
入

が
提
案
さ
れ
、
自
民
党
は
、
自
治
体

に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
、
ジ
ェ
ネ

リ
ッ
ク
の
使
用
義
務
化
な
ど
を
提
案

し
、
与
野
党
揃
っ
て
医
療
費
抑
制
策

を
謀
ろ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
政
策
が
実
行
さ
れ
れ
ば
、
大
変
深

刻
な
影
響
が
出
る
だ
ろ
う
。

も
と
よ
り
、
生
活
保
護
受
給
者
が

増
え
る
こ
と
は
好
ま
し
く
な
い
。
し

か
し
そ
の
原
因
は
、
格
差
の
増
大
、

若
者
の
就
職
難
、
そ
し
て
雇
用
や
医

療
な
ど
の
公
的
保
障
が
不
十
分
で
、

国
民
健
康
保
険
料
の
ご
と
く
、
急
激

な
保
険
料
の
上
昇
に
耐
え
ら
れ
ず
、

生
保
受
給
者
の
増
大
に
繋
が
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
根
本
的
に
社
会
保
障

の
充
実
が
必
要
と
強
く
訴
え
た
い
。

最
後
に
、「
生
活
保
護
」
と
い
う

言
葉
に
は
、『
国
家
が
、
弱
い
国
民

を
保
護
し
て
や
る
』
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
が
あ
る
。「
国
民
生
活
保
障
制
度
」

な
ど
の
よ
う
な
権
利
と
し
て
の
制
度

で
あ
る
と
分
か
る
よ
う
名
称
変
更
を

提
案
し
た
い
。

権
利
と
し
て
の

　
制
度
を
明
確
に

扶
養
義
務
強
化
に

　
　
　異
議
あ
り
！

生
活
保
護
制
度

（
問
題
は
10
面
に
あ
り
ま
す
）

黒
１
の
置
き
か
ら
３
と
打
つ
の
が
好

手
段
。
白
４
に
黒
５
以
下
９
で
白
死
で

す
。
白
４
で
イ
な
ら
黒
５
白
ロ
黒
３
で

白
死
。
ま
た
白
４
で
５
な
ら
黒
４
で
白

死
で
す
。

囲

解
答

碁2

9
5

7 3
6

1
3

4

6

8

イ ロ

碁盤の位置、通常より１mm
上に上がってます。
（下に文字が入ったため）

（　 は　 の三路右）
（　 は　 の一路左）

☗
２
一
歩
成
☖
同
玉
☗
３
一
金

☖
１
一
玉
☗
３
三
馬
☖
同
角
☗

２
一
金
ま
で
７
手
詰
。

〈
解
説
〉
３
手
目
☗
３
一
金
が

好
手
で
、
☖
同
玉
は
☗
４
一
馬

ま
で
。
な
お
、
３
手
目
☗
３
三

馬
は
☖
２
四
歩
で
届
き
ま
せ

ん
。
５
手
目
☗
３
三
馬
で
ピ
ッ

タ
リ
。 将

棋
解
答

（
問
題
は
10
面
に
あ
り
ま
す
）

「数独」の解答
３＋９で、答えは「12」

（問題10面）

「社会保障・税一体改革関連法案」
の衆議院可決に抗議し、
参議院での廃案を求める
会長談話を発表

2012年６月26日、衆議院本会議において、消費税増税と社会保障給
付削減を進める「社会保障制度改革推進法」など社会保障・税の一体
改革関連８法案が可決された。社会保障の拡充を求める多くの国民の
声に真っ向から背くとともに、政権交代時の選挙公約を踏みにじるも
のであり、人権としての医療保障・社会保障の拡充を求める医師・歯
科医師の団体として断固として抗議する。

そもそも、本国会で与党が上程した「一体改革」関連法案自体、保
育、年金、医療、障害のある人の福祉、介護保険、生活保護など、社
会保障制度の全領域にわたり給付の重点化と効率化をはかろうとする
ものであり、国の社会保障制度拡充の責任を否定し生存権保障として
の社会保障制度の解体へと踏み出すものである。その上、本法案上程
を決めた民自公の三党合意では、民主党選挙公約のうち実現が待ち望
まれていた「最低保障年金の創設」と「後期高齢者医療制度の廃止」
を実質的に白紙撤回するとした。医療保険分野では、「保険給付の対
象となる療養の範囲の適正化」と明文化され、今後、保険がきく医療
の範囲を縮小していく意図を明確にしている。さらに、税制改革にお
いては、所得税・法人税には手を付けることなく、社会保障財源とし
ては最もふさわしくない消費税増税のみが実施されることとなった。
可決された法案は、消費税を増税した上で、なおかつ社会保障を切り
捨てるものであり、許し難い内容である。

社会保障制度改革推進法案の第２条第１号では、社会保障制度改革
の基本的な考え方として、「自助、共助及び公助が最も適切に組み合
わされるよう留意しつつ、国民が自立した生活を営むことができるよ
う、家族相互及び国民相互の助け合いの仕組みを通じてその実現を支
援していくこと」を掲げている。戦後67年を迎えようという今日にお
いて、国民の生活保障を家族と国民相互の助け合いに委ねるとする本
法案は、日本の社会保障制度を戦前の「救貧法」の時代に逆戻りさせ
るものである。まさに歴史的暴挙である。憲法第25条第２項は、「す
べての生活部面について」社会保障の向上・増進を国家の義務として
規定している。本法案は明らかに憲法違反であり、断じて認めるわけ
にはいかない。

地域医療をになう医師・歯科医師として、引き続き患者・国民の健
康と生活を保障する社会保障制度の実現に向けて全力を挙げるととも
に、本法案の廃案を目指して粘り強く活動していくことを、ここに表
明するものである。

2012年6月27日 　
石川県保険医協会
会長　西田　直巳

引き続き、消費税増税反対署名に
ご協力ください

６月26日に民主・自民・公明による三党合意に基づ
き、消費税増税法案等が可決されてしまいましたが、
引き続き社会保障切り捨て阻止のため、地域医療を
担う先生方の声を会員要請署名として集約し、政府・
関係機関などに要請していきます。「消費税の増税は
やめ、医療への『ゼロ税率』を求める要望」署名の
ご協力を賜りますよう、引き続きお願い申し上げ
ます。

なお、すでに寄せられた署名につきましては、国会
に提出しております。ご協力いただき、ありがとう
ございます。

署名用紙は６月25日に送付しておりますが、お手
元にない場合は保険医協会までご連絡ください。 

（電話：076-222-5373）

台
風
四
号
接
近
の
中
、
第

五
回
理
事
会
が
開
催
さ
れ

た
。
安
全
の
た
め
、
何
と
か

午
後
九
時
に
は
皆
さ
ん
を
お

帰
し
し
た
い
一
念
で
、
報
告

事
項
を
後
回
し
に
し
て
、
協

議
事
項
か
ら
ス
ピ
ー
ド
議
事

進
行
と
な
っ
た
。

ま
ず
、
消
費
税
増
税
に
向

け
、
民
主
自
民
公
明
が
合
意

し
た
社
会
保
障
制
度
改
革
推

進
法
案
骨
子
が
、
工
藤
事
務

局
長
よ
り
解
説
さ
れ
、
国
の

責
任
を
自
助
・
共
助
に
転
嫁

す
る
よ
う
な
基
本
方
針
に
対

抗
し
て
、
何
ら
か
の
手
が
打

て
な
い
か
と
熱
い
気
持
ち
に

な
っ
た
。

続
い
て
、
来
る
北
信
越
ブ

ロ
ッ
ク
会
議
に
向
け
て
の
最

終
確
認
、
直
近
の
保
団
連
代

議
員
会
で
の
発
言
通
告
と
代

議
員
の
対
応
に
つ
い
て
意
見

が
交
わ
さ
れ
た
。

続
く
、
各
部
会
か
ら
の
報

告
事
項
で
あ
る
が
、
八
十

ペ
ー
ジ
を
超
え
る
事
前
資
料

と
三
十
ペ
ー
ジ
を
超
え
る
当

日
資
料
を
行
き
つ
戻
り
つ
し

て
、日
ご
ろ
早
口
の
司
会
が
、

さ
ら
に
早
口
に
ヒ
ー
ト
ア
ッ

プ
し
て
終
了
。
午
後
九
時
過

ぎ
に
は
協
会
事
務
所
を
出
た

が
、
風
も
雨
も
ほ
と
ん
ど
な

く
、
安
堵
で
あ
っ
た
。

【
小
川　

記
】

第5回 理事会点描

台風4号接近中
（6月19日・12人出席）
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核
戦
争
を
防
止
す
る
石
川
医

師
の
会
第
二
十
五
回
総
会
記
念

企
画
「
被
ば
く
証
言
を
聴
く
会

と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
歌
姫
ナ
タ
ー

シ
ャ
・
グ
ジ
ー
コ
ン
サ
ー
ト
」

は
、
核
兵
器
廃
絶
国
際
行
動

デ
ー
の
一
環
と
し
て
、
六
月
十

日
に
石
川
県
教
育
会
館
で
行
わ

れ
た
。

当
日
は
い
く
つ
か
の
行
事
が

重
な
り
、
多
く
の
人
に
来
て
も

ら
え
る
の
か
不
安
で
あ
っ
た

が
、
人
か
ら
人
へ
と
手
渡
し
で

チ
ケ
ッ
ト
を
広
げ
て
も
ら
い
、

県
内
外
か
ら
二
百
五
十
人
が
参

加
し
た
。

「
被
ば
く
証
言
」
は
長
崎
で

被
爆
さ
れ
た
中
田
喜
重
さ
ん

（
石
川
県
原
爆
被
災
者
友
の
会

事
務
局
次
長
）
に
お
願
い
し
た

が
、
当
日
、
都
合
が
悪
く
な
り
、

作
成
さ
れ
た
映
像
と
証
言
を
事

務
局
の
小
野
栄
子
さ
ん
が
代
読

し
た
。
東
海
北
陸
地
方
在
住
の

被
爆
者
が
描
い
た
被
爆
体
験
画

を
通
し
て
被
爆
の
実
相
が
語
ら

れ
、
最
後
に
福
島
原
発
事
故
に

ふ
れ
て
、「
こ
れ
以
上
ヒ
バ
ク

シ
ャ
を
生
み
出
さ
な
い
よ
う

に
、
す
べ
て
の
原
発
を
無
く
す

る
こ
と
を
望
む
」
と
被
爆
者
と

し
て
の
心
情
が
述
べ
ら
れ
た
。

「
証
言
は
重
く
ず
っ
し
り
き
た
」

「
映
像
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
」

と
あ
わ
せ
て
、「
ぜ
ひ
語
り
継

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の

感
想
が
寄
せ
ら
れ
た
。
小
野
さ

ん
の
代
読
は
心
に
し
み
い
る
よ

う
な
間
合
い
と
重
厚
な
語
り

で
、
ま
さ
に
中
田
さ
ん
の
被
爆

証
言
を
聴
く
に
ふ
さ
わ
し
い
も

の
で
あ
っ
た
。

「
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
事

故
の
健
康
被
害
」
に
つ
い
て
話

さ
れ
た
「
原
発
の
危
険
か
ら
子

ど
も
を
守
る
北
陸
医
師
の
会
」

の
吉
田
均
先
生
（
能
美
市
・
小

児
科
）
は
、
冒
頭
で
六
月
八
日

に
出
さ
れ
た
野
田
首
相
の
大
飯

原
発
再
稼
動
宣
言
が
国
民
の
生

活
を
守
る
た
め
で
は
な
く
、
大

企
業
を
守
る
た
め
の
も
の
だ
と

痛
烈
な
批
判
を
さ
れ
た
。ま
た
、

小
児
科
医
の
立
場
か
ら
、
チ
ェ

ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
事
故
の
被
害

の
実
情
を
翻
訳
し
た
『
チ
ェ
ル

ノ
ブ
イ
リ
の
恐
ろ
し
い
健
康
被

害
─
原
子
炉
大
惨
事
か
ら

二
十
五
年
の
記
録
』
の
内
容
を

説
明
さ
れ
た
が
、
子
ど
も
に
虚

血
性
心
疾
患
が
見
ら
れ
た
と
い

う
デ
ー
タ
に
は
驚
か
さ
れ
た
。

「
福
島
に
活
か
す
た
め
に
も
っ

と
知
り
た
い
」
と
い
う
感
想
が

多
く
、
用
意
し
た
翻
訳
本
も
完

売
と
な
り
、
追
加
注
文
ま
で
寄

せ
ら
れ
た
。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
歌
姫
ナ
タ
ー

シ
ャ
・
グ
ジ
ー
さ
ん
の
コ
ン

サ
ー
ト
で
は
、
透
き
通
る
歌
声

に
心
が
洗
わ
れ
る
思
い
が
し

た
。
す
べ
て
の
感
想
文
に
「
心

に
響
く
歌
声
に
感
動
し
た
」
と

の
声
が
寄
せ
ら
れ
た
。
彼
女
が

語
る
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
事

故
の
模
様
と
「
ふ
る
さ
と
に
は

も
う
帰
れ
な
い
」
と
い
う
重
い

事
実
は
、
深
く
心
に
し
み
こ
ん

だ
。
最
後
に
会
場
と
一
体
と

な
っ
て
歌
わ
れ
た「
ふ
る
さ
と
」

に
は
ナ
タ
ー
シ
ャ
さ
ん
や
参
加

者
そ
れ
ぞ
れ
の
ふ
る
さ
と
へ
の

思
い
が
込
め
ら
れ
、
い
の
ち
を

ま
も
り
、
安
心
し
て
住
み
続
け

る
こ
と
が
で
き
る
地
球
を
子
ど

も
た
ち
に
引
き
継
ぐ
た
め
に
、

核
兵
器
と
原
発
を
な
く
す
る

こ
と
へ
の
共
感
の
合
唱
と
な
っ

た
。

原発・いのち・みらい原発・いのち・みらい
その11

シリーズ

第
三
回
核
兵
器
廃
絶
国
際
行
動
デ
ー

第
三
回
核
兵
器
廃
絶
国
際
行
動
デ
ー

白
崎

　良
明
（
金
沢
市
・
内
科
）

「
被
ば
く
証
言
を
聴
く
会
と

  

ナ
タ
ー
シ
ャ・グ
ジ
ー
コ
ン
サ
ー
ト
」

 

を
終
え
て

ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
歌
姫

『原発・いのち・みらい』
プロジェクト

意見交換会の参加者募集中！
保険医協会では東電福島第一原発事故に対し、事実の検

証と今後のエネルギー政策を考えるため、「原発・いのち・み
らい」シリーズと称してこれまで4回の講演会と石川保険医
新聞で11回の連載を重ねてきました。この度、シリーズを発
展させつつ保険医協会として取り組むべき課題を議論し対
応していくため、「『原発・いのち・みらい』プロジェクト」を立ち
上げることになりました。
プロジェクトの始動に先立ち、シリーズの今後のあり方や
企画などを自由にお話しいただく「意見交換会」を開催しま
す。多くの会員の先生方のご参加をお待ちしています。参加
希望の方（保険医協会の会員に限る）は、保険医協会までご
連絡ください。

「原発・いのち・みらい」プロジェクトの
意見交換会
と　き／7月24日（火）午後7時30分から9時ごろまで
ところ／石川県保険医協会 会議室
 金沢市尾張町2－8－23  太陽生命金沢ビル8階
 電話076-222-5373

後に火災で焼失することになる被爆体験画を中田喜重さんがカメラに収め保存
していた（写真は被爆者のメッセージと中田さんの被爆証言を代読する様子）

書籍販売コーナーでは原発の危険から子どもを守る北陸医師
の会が翻訳された『チェルノブイリの恐ろしい健康被害』が
完売となるなど大きな反響があった（写真は「チェルノブイ
リ原発事故の健康被害」について報告する吉田均先生）

被ばく証言を聴く会に先立って行われた「白衣の街頭キャ
ンペーン」では「核兵器・原発NO!」のアピール風船を手
渡し、核兵器全面禁止アピール署名への協力を呼びかけた

最
近
の
理
事
会
の
特
徴
と

い
う
と
、
保
団
連
か
ら
の
提

起
に
つ
い
て
保
険
医
協
会
理

事
会
と
し
て
、
き
ち
ん
と
事

前
討
議
を
実
施
し
て
い
る
と

い
う
点
だ
と
思
う
。
今
回
の

理
事
会
で
は
、
保
団
連
代
議

員
会
の
議
題
に
つ
い
て
検
討

を
行
っ
た
。
休
保
制
度
の
認

可
に
向
け
た
対
応
で
は
、
一

刻
も
早
い
休
保
再
開
を
求
め

て
い
く
立
場
で
賛
成
す
る
こ

と
と
し
た
。
歯
科
医
療
改
革

提
言
の
改
定
案（
中
間
報
告
）

に
つ
い
て
は
、
歯
科
理
事
か

ら
強
い
異
論
が
示
さ
れ
、
歯

科
部
と
し
て
検
討
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
意
気
軒
昂
な
雰

囲
気
で
あ
っ
た
。

次
い
で
保
団
連
か
ら
の
組

織
討
議
依
頼
の
あ
っ
た
休
保

再
開
に
あ
た
っ
て
の
募
集
停

止
期
間
中
に
加
入
年
齢
を
超

え
た
会
員
に
特
別
措
置
を
実

施
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

討
議
し
賛
成
す
る
こ
と
と
し

た
。
さ
ら
に
勤
務
医
労
働
実

態
調
査
二
〇
一
二
に
協
力
す

る
こ
と
を
確
認
し
た
。

そ
の
他
、総
務
部
か
ら
は
、

社
会
保
障
と
税
の
一
体
改
革

対
策
や
、
子
ど
も
医
療
費
助

成
制
度
改
善
運
動
な
ど
、
歯

科
部
か
ら
は
歯
科
学
術
講
演

会
、
歯
科
保
険
診
療
の
研
究

を
利
用
し
た
勉
強
会
な
ど
、

学
術
・
保
険
部
か
ら
は
、
よ

ろ
ず
勉
強
会
、
医
師
と
コ
メ

デ
ィ
カ
ル
の
た
め
の
企
画
、

医
療
福
祉
部
か
ら
は
『
病
院

マ
ッ
プ
』
の
協
賛
企
業
の
つ

め
、
各
種
訪
問
取
材
、
機
関

紙
・
文
化
部
か
ら
は
『
石
川

保
険
医
新
聞
』
の
新
企
画
な

ど
が
報
告
さ
れ
た
。
意
識
し

て
早
く
終
わ
る
よ
う
に
努
め

た
が
、
結
局
い
つ
も
と
同
じ

時
間
延
長
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
。

【
大
川　

記
】

第4回 理事会点描

今回も時間延長で
（6月5日・12人出席）

石 川 保 険 医 新 聞（3）2012年7月15日（毎月15日発行） （1998年２月６日第三種郵便物認可）　第483号



社会保障・税一体改革これで
いいのか！？

事務局長　工藤　浩司

第 2 回 「社会保障と税の一体改革」の一環としての
診療報酬・介護報酬同時改定

2012年４月の診療報酬・介護報酬同時改定は、政府自らが「社会保障と
税の一体改革」と一環のものであると明言している。本稿では、今回の診
療報酬改定の「何が」、一体改革に関連しているのかということについて、
論点整理を行いたい。（なお、一体改革のうち以下では、社会保障「改革」
を取り上げることとする。消費税については別稿を参照されたい。）

「一体改革」のキーワード－「重点化」「効率化」
社会保障と税の一体改革では、その目的において「自助」「共助」を強

調していることを例に引くまでもなく、社会保障の公的責任が後方におい
やられている。「すべての生活部面における」社会保障の「向上及び増進」
について国家の義務とすること（憲法25条２項）を否定し、社会保障給付
の重点化・効率化を推し進めるとしているのだ。以下、今回の診療報酬・
介護報酬同時改定において、どの給付の「重点化」「効率化」が行われた
のか、という観点から「一体改革の一環としての同時改定」の性格を浮き
彫りにしたい。

入院医療機関に対する機能分化の「強制」
診療報酬において重点的に資源を投入する（投入せざるを得なくなる）

のは「高度急性期」であるとしている。政府の2025年度に向けての改革シ
ナリオでは、高度急性期の職員等の２倍程度の増加、一般急性期の職員等
の1.6倍程度の増加を見込んでいる。もちろん、このまま充実させるだけ
では「一体改革」にはならないので、診療報酬を効率化する必要がある。
今回の改定では、もっともお金がかかる「高度急性期」（「７：１」一般病
棟）の病床自体の「再編」（縮減）と、お金のかかる期間をできるだけ短
くするため、高度急性期から一般急性期、亜急性期、回復期、在宅（療養
病床）への患者の流れをスムーズにする「連携」を評価することにより、
重点化・効率化をはかろうとしている。

まずは、急性期病床の「再編」からみていく。７：１の一般病床は、
2010年度現在で32.9万床となっており、一般病床全体の48.6％を占めてい
る。政府のシナリオでは、2025年までに高度急性期病床を18万床にすると
しており、７：１から10：１への移行を強いるようなさまざまな仕掛けを
今回の改定に用意している。その一つは、旧来的な手法である平均在院日
数要件の強化である。７：１については、改定前の19日から18日に短縮さ
れている。二つ目の手法は、看護必要度の基準の強化である。７：１一般
病棟では看護必要度の基準を満たす患者の割合を10％以上から15％以上に
引き上げることにより、入院患者の状態による一般病床の機能分化を促進
する。なお、10：１の一般病棟でも看護必要度評価が算定要件とされ（2012
年７月実施）、さらに13：１一般病棟でも看護必要度評価を行った場合の
評価（一般病棟看護必要度評価加算、患者割合は問わない）が新設される
など、一般病床における看護必要度評価については、急性期病床全体にわ
たり段階的に導入されていることにも留意する必要がある。以上、従来の
平均在院日数要件の強化策に加えて、看護必要度評価の要件強化により、
一般病床の再編に本格的に着手したと言えよう。

急性期から在宅へのスムーズな「連携」の評価
次に、高度急性期から在宅への患者の流れをスムーズにする「連携」の

評価をみていく。まず「退院調整加算」については、入院当初から退院調
整に着手させる仕組みが一層明確化されるとともに、算定点数についても
入院期間に応じた逓減制が導入され、「より早期に退院させること」を「重
点的に」評価する内容となっている。また、特定集中治療室など高次の救
急病床に入院した患者を速やかに他の一般病棟等へ転院させた場合の、転
院させた側と受け入れた側の双方に対する評価（救急搬送患者地域連携紹
介加算、同受入加算）の点数が２倍となっている。さらに、これまであま
り手をつけられていなかった特定の分野においても、重点化・効率化を意

識した「連携」の評価が行われている。精神医療では、精神科救急患者の
転院・受入の双方を評価した加算の新設、精神療養病棟における退院調整
加算の新設、認知症医療では認知症治療病棟入院料を入院期間により３区
分し長期入院（61日以上）の点数を引き下げ、緩和ケア病棟入院料につい
ても入院日数に応じた点数体系への再編、長期入院の点数の大幅な引き下
げ－などが行われている。このような、急性期医療から在宅までの「連携」
への重点評価は、医療機関側から見ればこの流れにスムーズに乗っている
患者が診療報酬上「効率がよい」ことにつながり、患者の状態にかかわら
ずこの流れに患者を乗せることを医療機関に「無理強い」することが危惧
されるところである。

在宅医療における「看取り」の重点評価
さて、上記の患者の流れの先にある「在宅医療」であるが、今次改定で

も、在宅に特化した医療機関に対する重点評価が行われている。従来の在
宅療養支援診療所よりも高い基準を満たした場合に届出可能となる「機能
強化型」支援診の創設である。機能強化型には複数の医療機関が連携する
タイプもあるものの、従来から開業医が地域において行ってきた在宅医療

（午前中は外来診療を行い、午後から地域のかかりつけの在宅患者を診る）
に対する評価は見送られたままである。なお、訪問診療料のターミナルケ
ア加算が再編され「看取り」に対する評価が別建てになったことにより、
ターミナルの評価が拡大されている。これについては医療実態を踏まえた
あるべき改定が行われたと言えるものの、一方で、在宅医療の重点評価の
対象は「看取り」であることを鮮明にしたとも考えられる。そして、日常
的な医学管理の担い手は看護職員を充てること（訪問看護の重点評価）、
つまり国にとって安上がりな「地域包括ケアシステム」を志向しているこ
ともはっきりしてきたといえる。

おわりに
改めて、今次改定を「重点化」「効率化」の視点でまとめておこう。高

度急性期医療へは重点的に資源を配分するが、その急性期医療を提供する
医療機関自体も重点化する。また医療資源を重点的に投入する期間をでき
る限り短縮するため、高度急性期から在宅への流れをスムーズにする「連
携」も重点的に評価する。行き着く先の「在宅医療」については「看取り」
を重点的に評価する。（紙幅の関係で詳細は触れられなかったが、患者の
流れの受け皿としての介護保険も効率化をはかられており、予防給付・施
設サービス費の大幅な削減などが断行されている。）

以上のような給付の重点化・効率化を企図した一体改革としての診療報
酬改定は、個々の医療機関に対して好むと好まざるとにかかわらず結果と
して機能分化を強いることとなる。一方で、地域医療の担い手としての地
域の診療所・中小病院は、急性期から亜急性期、回復期のリハビリ、慢性
疾患の医学管理、在宅医療など一つの医療機関で様々な機能を果たしてい
る（地域住民のために果たさざるを得ない）のも事実である。一体改革の
特徴である重点化・効率化は、多様な機能を営む上記のような地域の中小
病院・診療所に対する評価の切り捨てと言ってもよいであろう。もちろん、
必要な医療を住民に提供するにあたり地域医療における一定の医療機能分
化は必要ではあるが、これを診療報酬で誘導するという手法は、医療保険
の「現物給付」原則に照らせば誤りである。現物給付原則を貫徹する仕組
みを構築するという観点からみれば、診療報酬については、患者に必要な
医療サービスそのものを現物で給付できるような水準を担保することこそ
が求められる。「患者の容態に応じて個別に必要となる医療行為について
医療現場の実態を反映してきめ細かく評価する」、このような診療報酬改
定を引き続き求めて行きたいと考えている。

日ごろの疑問の解決のために日ごろの疑問の解決のために

なんでも学術!なんでも回答?よろず勉強会第24回

●医科会員のための歯科講座●

メインテーマ明快！ 総義歯づくり
講 師 つだ歯科医院院長　津田 謹誠 先生
と  き ２０１２年７月１９日（木）
ところ 近江町交流プラザ ４階「研修室１」
対 象 保険医協会会員 申込み ７月１２日まで

※詳しくは、案内チラシをご覧ください。

午後7時15分～午後8時45分
※駐車場は近江町いちば館併設の
　駐車場へ（午後5時以降無料）

～またまた「歯科」のテーマです～
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社会保障・税一体改革これで
いいのか！？

「消費税のカラクリ」
理事　斉藤　典才（金沢市・外科）

第 3 回

ジャーナリストの斉藤貴男氏は著書「消費税のカラク
リ」１）の中で、「消費税とは弱者のわずかな富をまとめて
強者に移転する税制である。これ以上の税率引き上げは自
営業者の廃業や自殺を加速させ、失業率の倍増を招くこと
が必定だ。消費税は最も社会保障の財源にふさわしくない
税目なのである。」と主張しています。

①	消費税は国税滞納額ワーストワン	２）

国税庁の「平成22年度租税滞納状況について」３）によると、2010年度に
新しく発生した国税の滞納額は、全税目で6836億円、うち消費税分は3398
億円と滞納額全体の49.7％を占めています。

消費税は最終的に必ず消費者が支払っているので、滞納額が多いという
事実に信じがたいという方は多いのではないのでしょうか。実は、消費税
を国に納めるのは、消費者と国の間にいる事業者であり、「価格に消費税
を転嫁できない」事業者が納税義務を果たせていないそうです。ちなみに
図では平成10年に滞納額が急増していますが、その前年に消費税が３％か
ら５％に増えたのが理由のようです。

②	「価格に消費税を転嫁できない」とは？４）

商品が生産されて、私たち消費者が購入するまでの間には、いくつかの
事業者が携わります。その過程の中で、大手の製造メーカーには多くの中
小企業が部品を納入しています。中小企業は自社が製造する部品を大手
メーカーに買ってもらわないと生きていけません。一方大手メーカーは、
できるだけ安く買いたい。そこに力関係が働き、大手メーカー側の言い値
で部品を卸さねばならなかったり、消費税を価格に転嫁できなかったりす
るのです。

著書の中で、経産省が中小企業11,700社に対して行った「消費税分を価
格に転嫁できているかどうか」のアンケート結果を紹介しています５）。

売上階級
ほぼ全て
転嫁できる

一部しか
転嫁できない
（①）

ほとんど
転嫁できない
（②）

完全な転嫁は
できない
（①+②）

1000万円
以下 42.7 22.3 35.0 57.3

1000万円〜
　1500万円 49.8 22.6 27.6 50.2

1500万円〜
　2000万円 47.6 25.1 27.3 52.4

2000万円〜
　2500万円 51.7 22.4 25.9 48.3

2500万円〜
　3000万円 54.6 19.1 26.3 45.4

全　体 47.7 22.6 29.7 52.3

（単位：％）

これを見ると、「ほぼ全てを転嫁できている」が全体で５割にも満たな
い状況です。また、売上2000万円以下の場合、「ほとんど転嫁できない」
と「一部しか転嫁できない」を併せると、50～57％にもなります。

さらに斉藤氏は、国会での消費税の滞納問題に関する論戦を紹介してい
ます（2003年、参議院財政金融委員会）。

池田議員（共産党）：─これは消費税の滞納がやっぱり深刻になってきて
いるということを実際に示しているわけです。そうするとその理由は一体
何なのか、いかにお考えでしょうか。
村上氏（国税庁）：─法人税の場合、ご案内のとおり、赤字になれば法人
税の納税はありませんから、経済状態が悪くなり、その企業の経営状態が
悪くなってくると赤字になってきます。そうすると納税がありませんので、
したがって滞納も発生しません。一方、消費税は赤字黒字関係ありません
から、経済情勢に沿って滞納があるのではないかと思います。
小林議員（副大臣、自民党）：全部消費税は納めなければならないのですが、
あるいは力関係で、消費税はおれは払わない、まけろとか、そういうよう
なことがこの日本で現実にあるわけで、中小企業の実態を見た感じで（こ
のアンケート調査に関し）・・・。

政府や官僚、財界、マスコミはこぞって「消費税は景気に左右されない
安定した財源である」とか、「全世代が負担する公平な財源である」と口
にしますが、この実態を考えると消費税は大変問題の大きい税と言えます。

③	輸出戻し税	６）

消費税は国内での取引に課税されるものであり、輸出に関する取引では
免税されています。外国に輸出される物品は、その国で消費税がかかるた
めです。このため輸出の場合はゼロ税率が適用され、仕入れに際して支払っ
たとされる消費税分が国から還付されます。この還付金（輸出戻し税）は、
2008年度は総額約６兆６千７百億円、同年の消費税収16兆９千億円の実に
約40％であったとされています。つまり、輸出企業にとっては、消費税は
痛くも痒くもないどころか、力関係によって請負単価が引き下げられてい
ればその分得をするのです。

④	派遣に切り替えると合法的に節税ができる消費税	７）	
（「仕入れ税額控除」の悪用）
生産・流通の各段階で税が累積しないようにする仕組みとして「仕入れ

税額控除」があります。これは課税売上に係る消費税額から、課税仕入れ
等に係る消費税額を控除するものです。仕入れたものやサービスには基本
的に消費税がかかりますが、かからないものの中に給与があり、人材派遣
会社からの非正規雇用だと、派遣会社に支払う金銭にこの「仕入れ税額控
除」が適用されてしまい節税が可能なのです。斉藤氏は朝日新聞2000年11
月３日付朝刊の記事を紹介しています。『企業が正社員を派遣会社に切り
替えるのは、人件費削減が最大の理由だが、納める消費税も少なくて済む
からだ。売上高数十億円の東京都内の情報サービス会社には、中枢の処理
部門などに30数人の派遣社員がいる。「派遣社員への切り替えで、人件費
が減った。そのうえ、消費税の納付額も６～７百万円減らせた。そのほか
の企業努力で、これだけの利益を出すのは容易ではない。」』

⑤	自殺者3万人時代と消費税	８）

2009年における自殺者数は32,845人で、12年連続で３万人の大台を超え
ています。人口10万人あたりの自殺率でも先進国ワーストワンの座を韓国
と常に争っています。もちろん自殺という行為は、人それぞれの複雑な事
情が絡まり合ってのことです。しかし、初めて自殺者が３万人の大台を超
えたのが平成10年（1998年）であるということには大きな意味がありそう
です。零細企業の多い日本で、消費税が10% にもなれば、自殺者はもっ
と増えるのではないかと著者は推察しています。

参考資料
１） 消費税のカラクリ：斉藤貴男　講談社現代新書　2010年７月発刊
２） １）の P29　なお原著は H20年度分を紹介しているが、今回 H22度分を掲載した
３） 国税庁ホームページ：「H22年度租税滞納状況」内の「新規発生滞納額の推移」　

http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2011/sozei_taino/index.htm
４） １）の P44 
５） １）の P53 
６） １）の P100
７） １）の P116
８） １）の P202
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石川県各市町における子どもの医療費助成制度一覧表� 2012年7月1日現在

自 治 体 名
助成対象年齢

助成方法
石川県への働きかけ

入院 通院 市町からの要望（注1） 議会（注2）

石 川 県 小学校就学前 ３歳児 償還払い
2011年 3 月・6 月、
2012年 6 月議会請
願採択

1 金 沢 市 中学校卒業まで 小学校３年まで 自動償還払い
県からの助成方法を現物給付にも対象を拡大するとともに、現行の県の補
助率1/2を堅持願いたい。市町が所得制限を設けていないことから、県に
おいても所得制限を撤廃していただきたい。

意見書（1）（2）提出

2 七 尾 市 中学校卒業まで 小学校卒業まで 償還払い
国に対しては子どもに与えられる社会保障・社会資源の充実の一つとして、
子どもの医療費を中学校卒業まで無料化するよう要望しております。県に
対しては特にありませんが、上記国への要望の実現に対する県からの働き
かけを望みます。

3 小 松 市 中学校卒業まで 中学校卒業まで 償還払い

子育て家庭への経済的支援と住民サービス向上及び市における事務省力化
のため、現物支給方式にも対応できるよう要綱の改正を望む。また、市が
現物支給方式とした場合の国保減額調整措置を廃止するよう国に要望して
ほしい。
住民サービス向上を図るため、所得制限の撤廃、当面、通院についても助
成対象を小学校就学前までに拡大すること。また、段階的に通院、入院と
もに助成対象を中学３年生までに拡大することを要望する。

意見書（1）提出

4 輪 島 市 中学校卒業まで 中学校卒業まで 自動償還払い 通院についても、小学校就学前までに助成対象を拡げてほしい。所得制限
の撤廃。 意見書（2）提出

5 珠 洲 市 中学校卒業まで 中学校卒業まで 償還払い 特になし 意見書（2）提出
6 加 賀 市 中学校卒業まで 中学校卒業まで 償還払い 助成対象者の年齢拡大。所得制限の撤廃。
7 羽 咋 市 中学校卒業まで 中学校卒業まで 償還払い 県からの補助対象の拡大。 意見書（1）提出

8 か ほ く 市 中学校卒業まで 中学校卒業まで 償還払い
現物給付方式は、受給申請者が市へ申請に足を運ぶ必要がなく、自治体の
事務量も軽減すると思われる。各自治体が窓口無料化（現物給付方式）を実
施しても、県の補助が可能になるよう「石川県乳幼児医療費助成事業補助
金交付要綱」の一部改正を要望する。

意見書（1）提出

9 白 山 市 中学校卒業まで 中学校卒業まで 償還払い （窓口無料化について）県要綱の見直し。県補助金の所得制限の廃止及び対
象年齢の拡大。 意見書（2）提出

10 能 美 市 18歳年度末まで 18歳年度末まで 償還払い
石川県の乳幼児医療費助成制度の対象年齢拡大と、所得制限撤廃や医療費
自己負担額を補助対象とするよう制度の拡充を要望します。また、対象者
の利便性の向上を図る観点から、助成方法を窓口負担なしの現物給付とな
るよう県の取り組みを要望します。

意見書（1）提出

11 野 々 市 市 中学校卒業まで 中学校卒業まで 償還払い
適正受診の啓発と助成に関する手続きの利用者・自治体双方の簡便化を希
望します。
医療費補助金の所得制限や対象年齢に関する拡大を希望します。現物給付
が可能となるよう、県要綱の見直しを要望します。

意見書（1）提出

12 川 北 町 18歳年度末まで 18歳年度末まで 償還払い 特になし

13 津 幡 町 中学校卒業まで 小学校卒業まで 償還払い

子ども医療費の「現物給付」及び「自己負担の廃止」による、いわゆる「窓
口無償化」については、（1）申請する必要がなくなる、（2）医療費の窓口で
の負担がなくなるなどの利点が考えられる。しかし、（1）子どものいる世
帯といない世帯、（2）同じ子ども医療費受給対象者で、医療機関で受診し
た者と受診しなかった者との公平性と子育て支援を考え、本町では受給者
に1,000円の受益者負担をお願いしている。今後、県で「窓口無償化」が進
むのであれば、本町でも検討したい。
県の助成対象年齢の拡大については、お願いしたい。

意見書（2）提出

14 内 灘 町 中学校卒業まで 小学校2年まで 償還払い
保護者の利便性を図る上で、石川県に対して「現物給付方式」などの検討
を進めるよう、また、これと併せて「医療費助成対象年齢の拡大」につい
ても要望したい。

意見書（2）提出

15 志 賀 町 中学校卒業まで 中学校卒業まで 償還払い 対象年齢の拡大、所得制限及び自己負担の撤廃などの助成枠の拡大。 意見書（2）提出
16 宝達志水町 小学校卒業まで 小学校卒業まで 償還払い 特になし 意見書（2）提出
17 中 能 登 町 中学校卒業まで 中学校卒業まで 償還払い 特になし 意見書（2）提出

18 穴 水 町 中学校卒業まで 中学校卒業まで 償還払い 助成対象者の通院年齢の引き上げ（現行０～３歳児→要望０歳～小学校修
了前（小学校６年生まで）） 意見書（1）提出

19 能 登 町 中学校卒業まで 中学校卒業まで 自動償還払い 一部の医療機関で自動償還を行っているので現時点では、窓口無料化は希
望しない。県の助成対象を町の助成範囲まで拡大してほしい。 意見書（1）提出

（注1）	 佐藤正幸	県議会議員による自治体アンケート（2012年５月実施）に基づく。
（注2）	 意見書（1）………石川県乳幼児医療費補助要綱の一部改正を求める意見書
	 意見書（2）………石川県議会2011年３月議会で採択された請願事項の速やかな実施を求める意見書

平成24年６月定例会にて、中能登町議会、白山市議会が子どもの医
療費助成制度の改善を求める意見書を石川県に提出しました。これで県
内19市町のうち16市町（84.2％）から意見書が提出されたことになり
ます（下表の注2参照）。
石川県議会では平成23年３月定例会にて石川県医師会から提出され
た「子どもの医療費の完全無料化等を求める請願」が、同年６月定例会
にて石川県保険医協会が提出した「石川県乳幼児医療費助成事業補助金
交付要綱の一部改正を求める請願」が採択されたものの、谷本知事は「市
町の意見を踏まえて検討する」「国の動向を注視する」として、改善に
取り組む姿勢が見られませんでした。
そのような答弁を受け、さらに石川県議会は平成24年６月定例会に
て石川県社会保障推進協議会が提出した「子どもの医療費助成制度の改
革を求める請願」を採択。6月15日には自民党県連からも谷本知事に対

し、現物給付方式の速やかな実施など、子どもの医療費助成制度の推進
を求める要望書が提出されました。
県議会６月定例会にて県執行部から前向きな回答が得られることを期
待しましたが、「受益者に制度の趣旨と目的を自覚してもらうため（償
還払い方式は）必要な措置」という従来通りの答弁に留まりました。県
民の声を代弁する議会を無視するような対応は、議会制民主主義の原則
に背いていると言わざるを得ません。
佐藤正幸県議会議員による県内自治体アンケートでは、市町から子ど
もの医療費助成制度の改善を求める要望が多岐に渡ってあげられていま
す（下表の注1参照）。住民、市町、県議会からの切実な要望に対し、県
執行部には制度改善に向けた、早急かつ真摯な対応が求められています。

◎石川県各市町における子どもの医療費助成制度一覧表を掲載します。

子ども医療費助成制度の改善を求める意見書を提出
中能登町議会・白山市議会・石川県議会が

84.2％の議会
から
意見書!

石 川 保 険 医 新 聞 2012年7月15日（毎月15日発行）（6）第483号　（1998年２月６日第三種郵便物認可）



の服部真理事
（金沢市・産業医療科）

騒
音
や
振
動
等
は
環
境
基
本
法
の
典
型
公
害
で
、
鉄
道
・
道
路
・
空
港
等
の
設
置
者
に
防
止

対
策
や
被
害
救
済
を
求
め
て
い
ま
す
。

第22回

物
理
的
原
因  

騒
音
や
電
磁
場

公害：4

環
境
騒
音
の
健
康
影
響

Ｗ
Ｈ
Ｏ
の「Guidelines for com

m
unity noise. 

1999

」（http://w
w

w
.w

ho.int/docstore/
peh/noise/guidelines2.htm

l

）
は
、
環
境
騒

音
の
健
康
影
響
と
し
て
、
聴
力
障
害
と
会
話
了
解

度
の
低
下
、
睡
眠
障
害
と
血
圧
な
ど
生
理
的
機
能

の
変
調
、
精
神
的
疾
患
の
増
加
、
認
知
能
力
や
作

業
能
率
の
低
下
、
不
快
感
や
社
会
活
動
へ
の
悪
影

響
を
挙
げ
、
対
策
で
は
健
康
問
題
を
有
す
る
人
、

複
雑
な
認
知
作
業
を
行
う
人
、
盲
人
や
聴
力
障
害

を
有
す
る
人
、
胎
児
、
乳
児
、
小
児
、
高
齢
者
な

ど
影
響
を
受
け
や
す
い
集
団
に
注
目
す
べ
き
で
あ

る
と
述
べ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
二
〇
一
一
年
に
発
表
さ
れ
たT

he W
H

O
 

European Centre for Environm
ent and 

H
ealth

の
レ
ポ
ー
ト
「Burden of D

isease 
from

 Environm
ental N

oise Q
uantification 

of healthy life years lost in E
urope

」

（http://w
w

w
.euro.w

ho.int/__data/assets/
pdf_file/0008/136466/e94888.pdf

）
は
、「
環

境
騒
音
曝
露
と
健
康
へ
の
悪
影
響
と
の
関
連
性
を

裏
付
け
る
十
分
な
科
学
的
根
拠
が
、
複
数
の
大
規

模
疫
学
調
査
研
究
に
よ
っ
て
得
ら
れ
て
い
る
。
環

境
騒
音
は
単
に
生
活
妨
害
や
不
快
感
の
原
因
だ
け

で
は
な
く
、
公
衆
衛
生
お
よ
び
環
境
衛
生
の
問
題

と
し
て
も
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
西
欧
諸
国

に
お
け
る
環
境
騒
音
に
よ
り
失
わ
れ
た
Ｄ
Ａ
Ｌ
Ｙ

（
障
害
調
整
余
命
年
：
筆
者
訳
）
は
、
虚
血
性
心

疾
患
で
六
万
一
千
年
、
子
ど
も
の
認
知
障
害
で
四

万
五
千
年
、
睡
眠
妨
害
で
九
十
万
三
千
年
、
耳
鳴

で
二
万
二
千
年
、
ア
ノ
イ
ア
ン
ス
で
六
十
五
万
四

千
年
と
な
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
を
合
計
す
る
と
負

荷
は
百
〜
百
六
十
万
年
と
推
測
さ
れ
る
。（
平
松

幸
三
、
松
井
利
仁
訳
）」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
平

均
す
る
と
、
一
人
約
一
年
分
の
健
康
が
失
わ
れ
て

い
る
計
算
で
す
。
さ
ら
に
、
国
内
外
の
空
港
周
辺

の
騒
音
地
区
に
居
住
す
る
母
親
か
ら
は
非
騒
音
地

区
に
比
べ
て
二
千
五
百
グ
ラ
ム
未
満
の
低
出
生
体

重
児
が
多
い
こ
と
が
多
数
報
告
さ
れ
て
お
り
、
低

出
生
体
重
児
は
成
人
後
も
糖
尿
病
や
循
環
器
疾
患

な
ど
に
な
り
や
す
く
、
平
均
余
命
が
短
い
こ
と
が

分
か
っ
て
い
ま
す
。

環
境
騒
音
レ
ベ
ル
の
指
標
と
基
準
値

騒
音
環
境
基
準
は
、
住
宅
地
で
昼
間
（
六
〜

二
十
二
時
）
五
十
五dB LA

eq

以
下
、
夜
間

（
二
十
二
〜
六
時
）
四
十
五dB LA

eq

以
下
と
定

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
二
車
線
以
上
の
道

路
に
面
す
る
地
域
で
は
そ
れ
ぞ
れ
六
十dB 

LA
eq

以
下
、五
十
五dB LA

eq

以
下
で
す
。「dB

（
デ
シ
ベ
ル
）」
は
音
の
強
さ
（
音
圧
）
を
示
す
単

位
で
、「LA

」
は
人
間
の
耳
に
近
い
周
波
数
特
性

（A

特
性
）
で
測
定
し
た
音
圧
を
、「eq

」
は
測
定

全
体
の
等
価
平
均
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
量
と
し
て
の
平

均
）
を
示
す
指
標
で
す
。
百H

z

以
下
の
低
周
波

騒
音
な
ど
が
問
題
に
な
る
場
合
に
は
、
周
波
数
別

の
騒
音
測
定
が
必
要
で
す
。

日
本
の
空
港
な
ど
で
は
日
本
式W

ECPN
L

（W
eighted E

quivalent C
ontinuous 

Perceived N
oise Level

、
加
重
等
価
平
均
騒
音

レ
ベ
ル
）
が
使
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
夜
間
の
騒
音

は
生
活
や
健
康
へ
の
影
響
が
大
き
い
こ
と
を
考
慮

し
て
昼
間
、
夜
間
の
時
間
帯
に
分
け
て
重
み
付
け

し
、
騒
音
の
発
生
回
数
と
ピ
ー
ク
レ
ベ
ル
の
大
き

さ
、
持
続
時
間
に
よ
っ
て
求
め
た
指
標
で
す
。

W
ECPN

L

七
十
五
以
上
が
航
空
機
騒
音
障
害
防

止
地
区
、W

ECPN
L 

八
十
以
上
が
同
特
別
地
区

に
指
定
さ
れ
、
新
た
に
住
宅
、
学
校
、
病
院
な
ど

を
建
設
す
る
際
に
防
音
構
造
に
す
る
な
ど
の
制
限

を
受
け
ま
す
。

住
民
が
感
じ
て
い
る
う
る
さ
さ
を
正
当
に
評
価

し
て
い
な
い
と
い
う
批
判
も
あ
り
、
二
〇
一
三
年

に
は
Ｅ
Ｕ
な
ど
が
採
用
し
て
い
るLden

（Level 
day-evening-night

、
時
間
帯
補
正
等
価
騒
音
レ

ベ
ル
）
へ
変
更
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す

（
二
〇
〇
七
年
環
境
庁
告
示
）
が
、Lden

で
の
情

報
は
公
表
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

米
軍
・
自
衛
隊
基
地
や
空
港
周
辺
の
騒
音
公
害

一
九
六
七
年
の
航
空
機
騒
音
防
止
法
に
基
づ

き
、
騒
音
な
ど
に
よ
る
障
害
が
著
し
い
特
定
飛
行

場
に
大
阪
（
伊
丹
）
空
港
、
福
岡
空
港
が
指
定
さ

れ
、
学
校
な
ど
の
騒
音
防
止
工
事
の
助
成
、
住
宅

の
騒
音
防
止
工
事
の
助
成
、
移
転
補
償
・
特
定
土

地
の
買
入
れ
、
緑
地
帯
の
整
備
、
損
失
補
償
な
ど

の
対
策
が
始
ま
り
ま
し
た
。

一
九
六
九
年
に
、
夜
間
の
飛
行
差
し
止
め
を
求

め
た
大
阪
（
伊
丹
）
空
港
騒
音
訴
訟
が
提
訴
さ
れ
、

一
九
八
二
年
の
第
五
次
ま
で
続
き
ま
し
た
。

一
九
八
一
年
、
最
高
裁
で
夜
間
の
差
し
止
め
は
棄

却
さ
れ
損
害
賠
償
の
み
認
め
ら
れ
ま
し
た
が
、

一
九
八
四
年
に
夜
九
時
以
降
の
飛
行
禁
止
と

十
三
億
円
の
損
害
賠
償
で
国
や
周
辺
市
と
の
和
解

が
成
立
し
ま
し
た
。

一
九
七
五
年
に
は
、
小
松
基
地
周
辺
の
十
五
人

が
自
衛
隊
戦
闘
機
の
飛
行
は
憲
法
九
条
違
反
で
あ

り
危
険
だ
と
し
て
、
戦
闘
機
の
飛
行
差
し
止
め
を

求
め
小
松
基
地
騒
音
訴
訟
を
提
訴
し
ま
し
た
。
こ

の
訴
訟
は
一
・
二
次
、
三
・
四
次
と
も
損
害
賠
償
で

は
勝
訴
し
た
も
の
の
飛
行
差
し
止
め
は
認
め
ら
れ

ず
、
現
在
約
二
千
二
百
人
の
原
告
が
第
五
・
六
次

訴
訟
を
進
行
中
で
す
。

そ
の
他
、
福
岡
空
港
、
米
軍
の
横
田
・
厚
木
・

嘉
手
納
・
普
天
間
飛
行
場
な
ど
で
も
同
様
の
訴
訟

が
起
き
ま
し
た
が
、W

ECPN
L

七
十
五
以
上
の

騒
音
地
区
で
の
損
害
賠
償
は
認
め
ら
れ
る
も
の

の
、
飛
行
差
し
止
め
は
却
下
さ
れ
る
の
が
現
状
で

す
。
し
か
し
、W

ECPN
L

七
十
五
未
満
の
地
区

で
もW

ECPN
L

七
十
五
以
上
と
同
等
の
被
害
が

認
め
ら
れ
る
地
区
が
あ
る
こ
と
、
各
地
の
騒
音
地

区
で
は
出
生
体
重
の
減
少
、
不
眠
症
、
循
環
器
疾

患
、
精
神
疾
患
（
疑
い
）
な
ど
健
康
障
害
の
増
加

が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
う
る
さ
さ
や
聴
取
困
難
と

い
う
生
活
妨
害
だ
け
で
は
な
く
、
病
気
や
生
命
予

後
に
係
わ
る
被
害
が
進
行
し
て
い
る
こ
と
に
注
目

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
補
償
だ
け
で
は
な
く
騒

音
を
軽
減
し
、
健
康
を
回
復
す
る
対
策
が
急
務
で

す
。

新
幹
線
沿
線
の
騒
音
・
振
動
公
害

一
九
七
四
年
に
当
時
の
国
鉄
に
対
し
て
東
海
道

新
幹
線
沿
線
の
名
古
屋
市
民
五
百
七
十
五
人
が
運

行
の
差
し
止
め
を
求
め
、
一
九
八
六
年
に
最
高
裁

で
和
解
金
の
ほ
か
、
騒
音
を
当
面
七
十
五
ホ
ン

（dBLA

と
同
じ
、
筆
者
）
以
下
に
す
る
と
い
う

和
解
が
成
立
し
ま
し
た
。
こ
の
基
準
は
他
の
新
幹

線
に
も
引
き
継
が
れ
、車
体
の
改
良
、防
音
壁
（
東

海
道
新
幹
線
で
約
六
百km

に
渡
る
）
や
吸
音
板

の
設
置
に
よ
り
、
現
在
で
は
ほ
ぼ
こ
の
基
準
内
に

収
ま
っ
て
い
ま
す
。
今
後
、
防
音
壁
等
の
改
修
で

は
使
用
さ
れ
て
い
る
ア
ス
ベ
ス
ト
の
管
理
が
重
要

で
す
。

道
路
沿
線
騒
音

一
九
九
五
年
に
兵
庫
県
国
道
四
三
号
・
阪
神
高

速
公
害
訴
訟
で
、
最
高
裁
が
六
十
五dB

以
上
の

騒
音
は
受
忍
限
度
を
超
え
て
い
る
と
し
て
国
と
公

団
に
損
害
賠
償
の
支
払
い
を
命
じ
ま
し
た
が
、
通

行
差
し
止
め
は
却
下
し
ま
し
た
。
ま
た
、

二
〇
一
〇
年
に
も
国
道
二
号
線
騒
音
訴
訟
で
広
島

地
裁
が
ほ
ぼ
同
様
の
判
決
を
下
し
ま
し
た
。

各
自
治
体
が
全
国
で
五
千
カ
所
以
上
の
道
路
沿

線
の
騒
音
を
測
定
し
て
い
ま
す
。
昼
、
夜
と
も
基

準
を
達
成
し
た
所
は
二
〇
〇
〇
年
の
七
七
％
に
対

し
、
二
〇
一
〇
年
は
九
一
％
で
改
善
し
て
き
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
一
般
国
道
沿
い
で
は
二
〇
一
〇

年
も
七
九
％
で
二
割
以
上
が
環
境
基
準
に
違
反
し

て
お
り
、騒
音
公
害
が
現
在
も
継
続
し
て
い
ま
す
。

電
磁
場
公
害

各
国
で
送
電
線
沿
線
住
民
に
白
血
病
な
ど
が
多

発
し
て
い
る
と
い
う
疫
学
調
査
を
受
け
て
、
国
際

が
ん
研
究
機
関
（IA

RC

）
は
二
〇
〇
一
年
に
高

圧
送
電
線
に
よ
る
超
低
周
波
磁
場
の
発
が
ん
性
を

鉛
や
コ
ー
ヒ
ー
（
膀
胱
が
ん
）
な
ど
と
同
じ
２
Ｂ

（
ヒ
ト
に
対
す
る
発
癌
性
が
疑
わ
れ
る
）
と
し
ま

し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
Ｗ
Ｈ
Ｏ
は
各
国
政
府
や
電

力
業
界
に
「
予
防
的
な
対
策
」
と
し
て
、（
一
）

住
民
に
十
分
な
情
報
を
提
供
す
る
、（
二
）
被
ば

く
を
減
ら
す
安
全
で
低
コ
ス
ト
の
対
策
、（
三
）

健
康
リ
ス
ク
の
研
究
の
推
進
を
提
言
し
ま
し
た
。

二
〇
一
一
年
に
は
携
帯
電
話
な
ど
高
周
波
磁
場
も

同
じ
２
Ｂ
（
脳
腫
瘍
グ
リ
オ
ー
マ
）
に
追
加
さ
れ

ま
し
た
。
症
例
対
照
研
究
の
結
果
を
受
け
た
対
応

で
、
大
規
模
追
跡
研
究
が
現
在
進
行
中
で
す
が
、

結
果
が
出
る
の
は
十
年
以
上
後
で
す
。

図　小松基地周辺騒音区域指定図（黒い線の内部がWECPNL75以上の指定区域）
石川県環境部「小松基地周辺の騒音対策　平成23年10月」より

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kankyo/annai/kichi/documents/h23kichi.pdf	
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五
月
二
十
四
日
午
後
三
時
、

小
松
市
民
病
院
の
地
域
医
療
連

携
室
を
訪
問
し
た
。
南
加
賀
地

区
の
基
幹
病
院
で
、
病
床
数
は

三
百
六
十
四
床
。
緩
和
病
棟
十

床
、
開
放
型
病
床
三
十
床
を
含

む
一
般
病
床
三
百
床
、
結
核
十

床
、
精
神
五
十
床
、
感
染
病
棟

四
床
で
あ
る
。
同
病
院
敷
地
に

は
南
加
賀
急
病
セ
ン
タ
ー
（
川

北
町
、
能
美
市
、
小
松
市
、
加

賀
市
の
合
同
運
営
）
が
あ
り
、

今
年
十
一
月
に
は
、
小
松
市
民

病
院
う
し
ろ
に
南
加
賀
救
急
医

療
セ
ン
タ
ー
が
完
成
す
る
。

川
浦
幸
光
（
外
科
）
院
長
は
、

中
核
病
院
と
し
て
〝
安
全
と
信

頼
の
医
療
〟
を
モ
ッ
ト
ー
に
、

が
ん
医
療
、
救
急
医
療
、
生
活

習
慣
病
、
小
児
医
療
の
充
実
を

図
り
、
積
極
的
に
情
報
の
開
示

を
行
い
、
研
修
の
機
会
を
増
や

し
、
職
員
や
委
託
業
者
あ
る
い

は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々
が
快

く
働
き
や
す
い
病
院
と
し
た
い

と
、
病
院
経
営
に
か
け
る
思
い

を
語
っ
た
。
来
院
患
者
の
診
療

は
断
わ
ら
な
い
。
三
次
救
急
に

つ
い
て
も
、
重
症
の
心
血
管
外

科
症
例
を
金
沢
大
学
に
搬
送
す

る
以
外
は
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
の

治
療
が
可
能
と
い
う
。

外
来
部
門
は
二
十
三
診
療
科

と
五
医
療
技
術
部
よ
り
構
成
さ

れ
る
。
玄
関
フ
ロ
ア
で
の
待
合

い
を
減
ら
し
、
電
子
カ
ル
テ
シ

ス
テ
ム
を
活
用
し
、
各
科
外
来

に
速
や
か
に
誘
導
す
る
。
病
棟

は
科
別
や
疾
患
別
で
は
な
く
、

機
能
別
の
フ
ロ
ア
構
成
と
し

た
。
救
急
体
制
は
、
時
間
外
に

内
科
系
一
人
、
外
科
系
一
人
が

当
直
し
、
診
療
時
間
内
の
救
急

に
は
そ
の
担
当
が
定
め
ら
れ
て

い
る
。
救
急
医
療
を
重
視
し
、

通
常
外
来
と
切
り
離
す
こ
と

で
、
外
来
の
流
れ
が
よ
く
な
る

メ
リ
ッ
ト
も
生
ん
だ
。
平
成

二
十
三
年
に
お
け
る
救
急
外
来

患
者
総
数
は
九
千
百
五
十
七
人

で
、
そ
の
内
、
救
急
車
搬
送
は

二
千
二
十
七
人
、
救
急
入
院
患

者
は
千
五
百
九
十
五
人
で

あ
っ
た
。

地
域
医
療
連
携
室
に
は
、
管

理
者
（
現
在
の
室
長
：
脳
神
経

外
科
医
師
）
一
人
、
専
任
看
護

師
一
人
、ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー

四
人
（
社
会
福
祉
士
、
精
神
保

健
福
祉
士
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー

等
の
資
格
を
有
す
る
）
と
事
務

員
二
人
が
常
駐
す
る
。
そ
の
役

割
分
担
と
し
て
、
管
理
者
は
講

演
会
の
計
画
立
案
な
ど
に
直
接

か
か
わ
り
、
専
任
の
看
護
師
は

一
人
で
、
転
院
の
調
整
と
診
療

情
報
提
供
に
よ
る
受
診
予
約
や

広
報
誌
『
ヴ
ェ
ダ
ー
』
の
発
行

な
ど
に
奮
闘
。ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー

カ
ー
は
、
入
院
中
の
医
療
福
祉

相
談
、
退
院
調
整
、
が
ん
の
医

療
福
祉
相
談
の
窓
口
、
緩
和
ケ

ア
病
棟
入
退
棟
に
関
わ
っ
て
い

る
。
事
務
員
は
、
開
放
型
病
床

に
関
す
る
こ
と
、
紹
介
患
者
の

受
診
予
約
、
高
額
医
療
機
器
検

査
予
約
や
介
護
保
険
な
ど
の
手

続
き
や
禁
煙
外
来
の
予
約
の
役

割
も
担
っ
て
い
る
。

要
介
護
者
の
入
院
に
は
、
制

限
を
設
け
な
い
。
障
害
を
伴
う

方
の
場
合
に
は
、
事
前
に
情
報

が
あ
れ
ば
、
Ａ
Ｄ
Ｌ
に
応
じ
た

病
床
の
選
択
も
可
能
と
い
う
。

ま
た
、
退
院
支
援
ス
ク
リ
ー
ニ

ン
グ
シ
ー
ト
に
よ
り
退
院
困
難

が
予
測
さ
れ
る
症
例
に
は
、
入

院
当
初
よ
り
地
域
医
療
連
携
室

と
連
携
し
て
退
院
調
整
が
行
わ

れ
て
い
る
。

ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
、
歯

科
口
腔
外
科
医
師
や
言
語
聴
覚

士
を
含
む
摂
食
嚥
下
チ
ー
ム
に

よ
る
週
一
回
の
定
期
回
診
が
行

わ
れ
て
い
る
。
開
放
型
病
床
利

用
の
登
録
を
す
る
と
、
診
療
所

医
師
は
病
棟
あ
る
い
は
連
携
室

で
カ
ル
テ
の
閲
覧
や
開
放
病
床

を
利
用
し
た
場
合
の
カ
ル
テ
記

録
も
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
登

録
医
な
ど
に
開
放
病
床
の
積
極

的
利
用
を
依
頼
し
た
と
こ
ろ
、

例
年
二
八
・
五
五
％
程
度
で

あ
っ
た
開
放
病
床
の
紹
介
率
が

二
十
三
年
後
期
は
四
〇
％
程
度

に
ま
で
上
昇
し
た
。
連
携
に
は

お
互
い
に
声
を
掛
け
合
う
こ
と

が
大
切
と
再
認
識
し
た
と

い
う
。

平
成
二
十
三
年
度
の
紹
介
率

は
三
〇
％
、
逆
紹
介
率
は

二
二
・
五
％
で
あ
っ
た
。
努
力

目
標
は
そ
れ
ぞ
れ
六
〇
％
と

三
〇
％
を
掲
げ
て
い
る
。
退
院

時
の
返
書
に
は
、
検
査
デ
ー
タ

や
必
要
時
に
病
理
診
断
を
添
付

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま

た
、
広
域
の
地
域
連
携
パ
ス
と

し
て
は
早
期
が
ん
（
五
大
が

ん
）、
糖
尿
病
、
脳
卒
中
、
心

疾
患
の
パ
ス
が
あ
り
、
糖
尿
病

パ
ス
は
実
際
に
広
く
有
効
活
用

さ
れ
て
い
る
。
脳
卒
中
の
パ
ス

は
平
成
二
十
二
年
よ
り
開
始
さ

れ
、同
年
三
十
六
例
の
利
用
が
、

平
成
二
十
三
年
に
は
六
十
例
と

増
加
し
て
い
る
。
在
宅
復
帰
が

可
能
と
判
断
さ
れ
た
症
例
の
場

合
に
は
、
当
該
地
域
唯
一
の
回

復
期
リ
ハ
ビ
リ
病
院
で
あ
る
や

わ
た
メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン
タ
ー
に

転
院
し
、
そ
の
後
、
患
者
の
希

望
に
応
じ
て
、
在
宅
医
に
紹
介

さ
れ
る
。

地
域
医
療
連
携
室
の
み
な
さ

ん
か
ら
は
、「
病
院
マ
ッ
プ
の

他
に
、
県
内
版
診
療
所
マ
ッ
プ

の
発
刊
を
ぜ
ひ
お
願
い
し
た

い
！
」
と
の
熱
い
要
望
が

あ
っ
た
。

訪
問
の
最
後
に
緩
和
ケ
ア
病

棟
を
見
学
し
た
。「
緩
和
ケ
ア

を
知
れ
ば
、
在
宅
医
療
は
何
で

も
理
解
で
き
る
」
と
川
浦
院
長

は
言
う
。
入
室
す
る
と
、
温
か

い
樹
の
ぬ
く
も
り
と
、
優
し
い

絵
画
に
目
を
奪
わ
れ
た
。
病
室

と
は
か
け
離
れ
た
空
間
が
現

れ
、
広
い
共
有
ス
ペ
ー
ス
に
ゆ

と
り
の
キ
ッ
チ
ン
。
一
面
ガ
ラ

ス
張
り
の
テ
ラ
ス
か
ら
は
、
優

し
く
夕
暮
れ
の
白
山
が
こ
ち
ら

を
見
守
っ
て
く
れ
て
い
る
か
の

よ
う
で
あ
っ
た
。

　医
療
福
祉
部
取
材
班

ス
タ
ッ
フ
の
働
き
や
す
い
病
院
づ
く
り
で

　
　安
全
と
信
頼
の
医
療
を
モ
ッ
ト
ー
に

取
材・記
事

県内病院の
地域医療連携室を訪ねて

県内病院の
地域医療連携室を訪ねて

（小松市向本折町ホ60番地　TEL:0761-22-7111（代表））
http://www.hosp.komatsu.ishikawa.jp/

国民健康保険 小松市民病院第8回

明るく広い待合室

平野の中にそびえ立つ小松市民病院の全景

河浦幸光院長（右）をはじめ地域医療連携室の方々から
小松市民病院の特徴などについて、詳しくお話を伺った

病院の廊下には地域の方々の
絵画などが展示されている

受付と接する機能的な地域医療連携室

緩和ケア病棟の広い共有スペース
窓ガラスからは白山が一望できる
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「
在
宅
医
療
と
は
、
病
院
の

ベ
ッ
ド
を
地
域
に
持
つ
も
の

だ
」
と
い
う
人
が
い
ま
す
が
、

私
は
と
て
も
違
和
感
を
感
じ
ま

す
。
今
回
は
、
在
宅
ケ
ア
（
医

療
も
含
む
）
の
も
つ
「
癒
や
し

効
果
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。

が
ん
の
終
末
期
の
緩
和
ケ
ア

と
し
て
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ

ア
が
あ
り
ま
す
。「
苦
し
む
患

者
か
ら
逃
げ
な
い
！　

医
療
者

の
た
め
の
実
践　

ス
ピ
リ
チ
ュ

ア
ル
ケ
ア
」
と
い
う
本
１
）
の

中
で
、
人
間
の
存
在
を
支
え
る

三
つ
の
支
え
と
し
て
、
時
間
存

在
（
将
来
の
夢
が
あ
る
）、
関

係
存
在
（
支
え
と
な
る
関
係
が

あ
る
）、
自
律
存
在
（
自
分
で

決
め
る
自
由
が
あ
る
）
が
挙
げ

ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
人
の

存
在
は
、
こ
の
支
え
が
し
っ
か

り
と
し
て
い
る
と
き
、
平
面
は

水
平
に
保
つ
こ
と
が
で
き
る
と

し
て
い
ま
す
（
図
１
）。

在
宅
の
持
つ
癒
や
し
効
果

を
、
こ
の
モ
デ
ル
を
使
っ
て
、

特
に
認
知
症
の
方
の
場
合
の

「
在
宅
力
」
を
考
え
て
み
ま
す
。

認
知
症
の
高
齢
者
が
入
院
し
た

場
合
を
考
え
ま
す
。
認
知
症
が

高
度
の
場
合
、
回
想
的
記
憶
と

言
わ
れ
る
過
去
の
出
来
事
に
つ

い
て
の
記
憶
も
、
展
望
的
記
憶

と
言
わ
れ
る
将
来
行
う
行
動
に

つ
い
て
の
記
憶
も
障
害
さ
れ
て

い
る
の
で
、
瞬
間
瞬
間
を
生
き

て
い
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
つ
ま

り
、
時
間
存
在
は
存
在
し
な
い

に
等
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
自
律
存
在
は
ど
う
で

し
ょ
う
か
。
急
性
疾
患
で
入
院

し
た
場
合
、
そ
の
こ
と
に
対
す

る
認
知
が
で
き
な
い
場
合
、
点

滴
を
抜
い
た
り
、
安
静
を
守
れ

な
か
っ
た
り
、
病
院
か
ら
出
よ

う
と
し
た
り
し
ま
す
。そ
れ
が
、

認
知
症
の
方
の
自
律
存
在
な
の

で
す
が
、
病
院
と
い
う
ル
ー
ル

の
中
で
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

自
律
存
在
が
折
れ
ま
す
。
時
間

存
在
も
自
律
存
在
も
折
れ
て
し

ま
う
と
、
ま
ず
平
面
に
は
保
て

ま
せ
ん
。
平
面
に
保
つ
た
め
に

は
、
関
係
存
在
を
か
な
り
太
く

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。が
、

病
院
で
は
ど
う
し
て
も
疾
患
に

目
が
行
き
、
認
知
症
の
高
齢
者

と
の
関
係
存
在
を
築
く
こ
と
が

困
難
で
す
。
つ
ま
り
、
認
知
症

高
齢
者
が
入
院
す
る
と
い
う
こ

と
は
、
三
つ
の
存
在
す
べ
て
が

な
い
状
態
に
な
る
と
い
う
こ
と

で
す
（
図
２
）。

竹
内
孝
仁
氏
は
、
認
知
症
の

方
の
異
常
行
動
を
三
つ
に
類
型

化
し
て
い
ま
す
２
）。
葛
藤
型
、

遊
離
型
、
回
帰
型
で
す
。
現
在

の
自
分
と
、
か
つ
て
の
自
分
の

ギ
ャ
ッ
プ
に
葛
藤
し
、
粗
暴
や

異
食
、も
の
盗
ら
れ
発
言
な
ど
、

異
常
な
反
応
を
示
す
行
動
を
葛

藤
型
と
い
い
、
現
実
の
自
分
を

受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、

現
実
か
ら
遊
離
し
て
自
分
の
世

界
に
閉
じ
こ
も
る
こ
と
で
自
分

を
保
と
う
と
す
る
の
が
遊
離

型
、
現
実
の
自
分
を
受
け
入
れ

る
こ
と
が
で
き
ず
、
か
つ
て
の

自
分
ら
し
か
っ
た
こ
ろ
に
帰
る

こ
と
で
自
分
を
取
り
戻
そ
う
と

す
る
の
が
回
帰
型
で
す
。
訪
問

診
察
に
行
っ
て
い
る
方
が
入
院

さ
れ
た
場
合
、
治
療
が
長
引
く

と
、
遊
離
型
に
な
る
方
が
多
い

印
象
で
す
。
こ
の
方
が
、
在
宅

に
戻
る
と
ど
う
な
る
で
し
ょ
う

か
。
ま
ず
、
在
宅
は
関
係
存
在

が
太
い
と
こ
ろ
で
す
。
自
律
存

在
は
、
少
な
く
と
も
い
や
が
る

こ
と
は
し
ま
せ
ん
し
、
自
由
度

が
高
い
の
で
、
ま
あ
保
た
れ
る

と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
（
往

診
に
行
っ
て
い
や
が
る
こ
と
を

す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
ケ

ア
す
る
人
が
う
ま
く
カ
バ
ー
し

て
く
れ
ま
す
）。
時
間
存
在
が

な
く
て
も
そ
の
二
つ
の
存
在
が

あ
れ
ば
、
平
面
に
保
て
る
の
で

し
ょ
う
（
図
３
）。
そ
う
す
る

こ
と
で
生
き
る
と
い
う
こ
と
の

苦
痛
が
軽
減
さ
れ
、
そ
れ
で
元

気
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

１
）
小
澤
竹
俊
：
苦
し
む
患
者

か
ら
逃
げ
な
い
！
医
療
者
の

た
め
の
実
践　

ス
ピ
リ
チ
ュ

ア
ル
ケ
ア　

日
本
医
事
新
報

社
（
２
０
０
８
）
ｐ
66
－

67
．

２
）
竹
内
孝
仁
：
介
護
基
礎
学

　

医
歯
薬
出
版（
１
９
９
８
）

訪
問
診
療
の
エ
ピ
ソ
ー
ド・そ
の
57

大
川

　義
弘
（
金
沢
市
・
内
科
）

在宅
医療
在宅
医療

79

リレー・エッセーリレー・エッセー

在
宅
力
を
考
え
る

ス
ピ
リ
チ
ュア
ル
ケ
ア
を
モ
デ
ル
に
し
て

関
係
存
在

時
間
存
在

自
律
存
在

関
係
存
在

自
律
存
在

時
間
存
在

関
係
存
在

時
間
存
在

自
律
存
在

〈図1〉 存在を支える3つの支え

〈図2〉 3つの支えを失うとき

〈図3〉 太くなった関係存在で支えられたとき、平面は水平に回復する

■主催／石川県保険医協会
TEL（076）222-5373　FAX（076）231-5156　E-mail：iskw-hok@doc-net.or.jp

医師とコ・メディカルのための
シンポジウム

「胃ろうは本当にやめられるか」

❖パネリスト
橋本　正明 氏 （公立能登総合病院 副院長）／病院と連携パスの立場から
中村　悦子 氏 （市立輪島病院 ＮＳＴ専任看護師）／在宅看護と地域医療の立場から
平田　米里 （石川県保険医協会副会長）／歯科医師の立場から
大川　義弘 （石川県保険医協会理事）／在宅医の立場から

❖コメンテーター 山下　明美 氏 （介護老人福祉施設やすらぎホーム 施設長）／施設と看護師の立場から
西出　一美 氏 （松寿園 歯科衛生士）／施設と歯科衛生士の立場から

と  き 2012年7月22日（日）
午前10時～午後0時半

ところ ホテル金沢
４Ｆエメラルド

定　員 ： ２００人
 　（定員に達し次第、締め切らせていただきます）

参加費 ： ５００円
 　（会場受付にて徴収させていただきます）

申し込み ： 
必要事項（医療機関・施設名、代表者氏名、申込人数、
参加者の職種）を明記し、ＦＡＸまたはE-mailにて

２０１２年  石川県保険医協会

ゴルフコンペ
のご案内
ゴルフコンペ
のご案内
日　時

２０１２年10月１４日（日）
午前８時３１分スタート（集合：午前７時４５分）
※集合時間の午前７時４５分までに、必ずご参集ください。

白山カントリー倶楽部・松風コース
（0761-51-4181）
※泉水コースと入り口が違いますのでご注意ください。
　詳しくは白山カントリー倶楽部のＨＰをご覧ください。

場　所

保険医協会会員 ２,０００円
（保険医協会未入会員 ３,０００円）

参加費

１０,０００円（昼食付き／各自、お支払いください）
※白山カントリー倶楽部会員の方は、申込用紙にその旨チェックしてください。

ビジタープレー代

競技方法
①個人戦：１８ホールズ・ストロークプレイで、ダブルペリア
方式でハンディキャップをつけ、順位をつけます。

②団体戦：各チーム参加者全員のスコアを合計し、人数で
割ったスコアで勝敗を決めます。

※ショートホール（４ホール）でワンオンしなかった場合には、そ
の都度ツーコイン（２００円）を支払うことでご協力ください。

チャリティー

＊キャディーは原則、つけません。
＊賞品：個人戦の1位（トロフィー＆景品）、2位、3位。団体戦の1位。
＊その他、ベスグロ、ブービー、ドラコン、ニアピン、参加賞など多
数の景品をご用意します。

その他

９月１０日（月）までに、お申し込みください。
※詳しくは案内チラシをご覧ください。

申込方法

TEL（076）222-5373　FAX（076）231-5156
E-mail : iskw_sugino@doc-net.or.jp※詳しくは、案内チラシをご覧ください。

『歯科保険診療の研究』『歯科保険診療の研究』
を利用した勉強会を利用した勉強会
赤本勉強会

と　  き ２０１２年７月21日（土）
と こ ろ ホテル金沢 (金沢駅東口）
参加対象 会員医療機関の歯科医師・スタッフ（定員50人）
テキスト 『歯科保険診療の研究 2012年４月版』（赤本）

午後6時30分から

当日必ずお持ちください

石 川 保 険 医 新 聞（9）2012年7月15日（毎月15日発行） （1998年２月６日第三種郵便物認可）　第483号



井沢　宏夫（金沢市・内科）

近江町市場・今昔
その3

江戸時代　魚類の流通

原
稿
募
集
中
　
趣
味
や
旅
行
記
、
医
療
・
福
祉
に
関
し
て
や
平
和
、
環
境
問
題
に
つ
い
て
な
ど
、
会
員
寄
稿
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
事
務
局
の
杉
野
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
0
7
6
（
2
2
2
）
5
3
7
3

加
賀
藩
制
時
代
は
、
藩
が
流

通
機
構
を
き
ち
ん
と
統
制
管
理

し
た
た
め
、
領
内
各
地
で
漁
獲

さ
れ
た
魚
類
は
、
確
実
に
近
江

町
市
場
の
問
屋
へ
集
め
ら

れ
た
。

金
沢
近
郊
の
宮
腰
（
金
石
）、

元
吉
（
美
川
）、相
河
、安
宅
浦
、

ま
た
大
野
、
粟
崎
、
根
布
、
荒

屋
、
高
松
浦
な
ど
を
始
め
、
能

登
で
は
七
尾
、
輪
島
あ
た
り
の

内
外
浦
か
ら
も
運
ば
れ
た
。
富

山
県
で
は
、
氷
見
、
放
生
津
、

岩
瀬
、
魚
津
か
ら
も
年
中
毎
日

運
送
さ
れ
た
と
い
う
。

魚
津
な
ど
は
遠
隔
地
に
か
か

わ
ら
ず
、
漁
獲
量
の
内
、
鰤
は

三
分
の
一
、
雑
魚
は
三
分
の
二

を
金
沢
へ
運
ば
せ
、
残
り
を
地

元
で
販
売
さ
せ
た
。
地
元
で
売

り
さ
ば
い
た
分
に
つ
い
て
は
、

漁
師
は
売
買
税
（
魚
口
銭
）
を

藩
に
取
り
立
て
ら
れ
た
。

近
江
町
市
場
の
問
屋
に
集
め

ら
れ
た
魚
類
の
内
、
藩
侯
の
台

所
へ
届
け
ら
れ
る
魚
の
種
類
は

毎
日
町
奉
行
所
へ
報
告
さ
れ
る

が
、
そ
の
種
類
は
二
十
種
以
上

に
及
ん
だ
。
鯛
、
き
す
、
す
ず

き
、
こ
ち
、
ほ
う
ぼ
う
、
か
れ

い
、
あ
じ
、
い
し
も
ち
、
あ
か

貝
、
さ
ざ
え
、
あ
わ
び
、
か
も

（
鴨
）、
し
ぎ
（
鴫
）
な
ど
や
、

伊
勢
鯉
、
安
宅
辛
螺
な
ど
今
で

は
知
ら
れ
な
い

魚
介
類
も
含
ま

れ
て
い
る
。
魚

に
も
上
下
が

あ
っ
て
鯛
や
ほ

う
ぼ
う
は
「
佳

魚
」と
さ
れ
た
。

城
下
の
庶
民

に
売
ら
れ
る
魚

類
の
種
類
に

も
、
藩
の
許
可

が
必
要
だ
っ

た
。
藩
は
魚
類

の
種
類
に
よ
っ

て
六
〜
八
％
の

売
買
税
（
魚
口

銭
）
を
問
屋
か
ら
徴
収
し
た
。

魚
屋
で
売
ら
れ
る
魚
は
、さ
ば
、

い
わ
し
、
ふ
ぐ
、
た
ち
う
お
、

こ
の
し
ろ
、
あ
か
え
な
ど
で

あ
っ
た
。
漁
獲
量
が
豊
富
な
時

は
振
り
売
り
に
も
回
さ
れ
、
こ4

あ
じ
、
こ4

し
い
ら
、
こ
ぞ
く
ら
、

こ4

か
れ
い
、
こ4

は
ま
ぐ
り
、
ず

わ
い
か
に
な
ど
で
あ
っ
た
が
、

い
ち
い
ち
最
初
に
「
こ
」
が
つ

く
の
が
い
じ
ら
し
い

4

4

4

4

4

。
そ
れ
で

も
売
り
切
れ
な
い
と
き
は
、
塩

物
、
干
物
に
加
工
す
る
た
め

「
四
十
物
屋
（
あ
い
も
の
や
）」

に
売
り
払
う
許
可
が
出
た
。

城
下
に
出
回
っ
た
魚
は
、
魚

屋
や
振
り
売
り
に
よ
っ
て
庶
民

の
手
に
渡
っ
た
が
、
こ
の
際
、

魚
屋
や
振
り
売
り
に
は
問
屋
発

行
の
「
鑑
札
」（
営
業
許
可
証
）

が
必
要
だ
っ
た
。と
こ
ろ
が「
無

鑑
札
」
で
振
り
売
り
を
し
て
い

た
者
も
結
構
い
た
よ
う
で
、
問

屋
は
毎
日
取
り
締
ま
り
の
た
め

「
取
糺
人
」
を
市
中
に
繰
り
出

し
て
、
違
反
者
を
捕
ま
え
て

い
た
。
違
反
者
は
、
商
品
を

没
収
さ
れ
た
。
当
時
、
こ
の

取
り
締
ま
り
に
当
た
る
者
を

庶
民
は
ト
ン
ビ
と
呼
ん
で
い

た
。
没
収
し
た
捕
獲
品
を
自

分
の
物
に
し
た
せ
い
だ
ろ
う

か
？　幕

末
に
な
る
と
、
金
石
あ

た
り
で
は
魚
類
の
抜
荷
が
頻

発
し
、
自
由
に
金
沢
へ
運
ぶ

も
の
が
絶
え
ず
、
藩
は
取
り

締
ま
り
に
苦
労
し
た
よ
う
で

あ
る
。

こ
の
こ
ろ
の
加
賀
藩
の
武
士

の
生
活
に
つ
い
て
は
、「
武
士

の
家
計
簿
」（
新
潮
新
書
）
に

詳
し
く
書
か
れ
て
い
て
面

白
い
。

そ
し
て
明
治
に
入
り
、
市
場

の
状
況
は
一
変
し
た
。

会員リレーエッセー　◆◆154◆◆

私
が
生
ま
れ
た
村
で
は
、
湧
水
を
利
用
し
た
簡
易
水
道
が

敷
か
れ
て
い
た
。
半
世
紀
ほ
ど
前
の
こ
と
だ
。
し
か
し
、
戸

数
が
百
ほ
ど
の
集
落
に
、
道
端
か
ら
突
き
出
し
た
蛇
口
が
十

カ
所
ほ
ど
散
在
す
る
だ
け
で
、
と
て
も
便
利
と
は
言
え
な
い

代
物
だ
っ
た
。
加
え
て
、
何
ら
か
の
理
由
で
壊
れ
た
の
だ
ろ

う
、
あ
る
時
か
ら
す
べ
て
の
家
が
、
集
落
の
裏
手
に
あ
る
湧

水
の
貯
水
槽
ま
で
水
汲
み
に
出
か
け
る
よ
う
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
各
家
に
は
屋
内
で
あ
れ
屋
外
で
あ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ

井
戸
が
あ
る
か
ら
雑
用
の
水
に
は
困
ら
な
い
も
の
の
、
飲
料

用
の
水
に
は
難
儀
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

わ
が
家
で
も
祖
母
や
母
が
、
天
秤
棒
の
両
端
に
バ
ケ
ツ
を

ぶ
ら
下
げ
て
湧
水
を
運
ん
だ
。
私
も
少
し
大
き
く
な
る
と
駆

り
出
さ
れ
た
。
何
か
で
見
た
ア
フ
リ
カ
の
子
ど
も
ほ
ど
遠
距

離
で
は
な
い
が
、
毎
日
続
く
水
汲
み
は
、
結
構
き
つ
く
て
嫌

に
な
っ
た
も
の
だ
。
天
秤
棒
と
バ
ケ
ツ
に
代
わ
っ
て
、
ネ
コ

車
（
一
輪
車
）
と
ポ
リ
タ
ン
ク
で
運
ぶ
よ
う
に
な
る
と
、
倍

以
上
の
量
が
運
べ
る
よ
う
に
な
り
、通
う
回
数
は
減
っ
た
が
、

そ
れ
で
も
雨
の
降
る
日
な
ん
ぞ
は
苦
痛
だ
っ
た
。

し
か
し
、
つ
い
に
わ
が
集
落
に
も
待
望
の
水
道
が
開
通
す

る
時
が
来
た
。
高
校
の
こ
ろ
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
遠
く

金
沢
か
ら
流
れ
て
く
る
水
と
の
こ
と
だ
が
、
蛇
口
を
ひ
ね
れ

ば
飲
み
水
が
出
る
便
利
さ
を
手
に
し
て
大
喜
び
し
た
も

の
だ
。

今
は
金
沢
近
郊
に
暮
ら
し
、
水
道
水
を
沸
か
し
て
お
茶
を

飲
ん
で
い
る
。
ま
ず
い
と
思
っ
た
こ
と
は
な
い
。
生
活
も
便

利
に
な
っ
た
。
し
か
し
里
帰
り
す
る
と
、
わ
ざ
わ
ざ
湧
水
を

飲
み
に
行
く
こ
と
が
あ
る
。
子
ど
も
や
孫
を
連
れ
て
の
行
き

帰
り
、
こ
こ
で
遊
ん
だ
。
こ
の
小
川
で
洗
濯
し
た
。
こ
こ
ら

あ
た
り
一
帯
は
ホ
タ
ル
が
乱
舞
し
た
・
・
・
と
話
し
て
や
る
。

そ
れ
に
湧
水
は
や
っ
ぱ
り
夏
は
冷
た
く
冬
は
温
か
い
し
、
飲

ん
で
も
美
味
い
！
そ
れ
ら
を
子
ど
も
や
孫
に
も
伝
え
た
い
の

だ
が
、
な
か
な
か
難
し
い
も
ん
だ
と
感
じ
る
。

昔
の
生
活
は
貧
し
か
っ
た
が
、
魚
や
野
菜
、
そ
し
て
米
や

水
は
そ
れ
な
り
に
安
全
で
お
い
し
か
っ
た
。
子
ど
も
の
時
は

有
難
さ
も
分
か
ら
な
か
っ
た
が
、
自
然
の
中
で
自
由
に
遊
べ

る
場
所
が
ど
こ
に
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
今
も
な
ん
と
か

残
っ
て
い
る
。
だ
が
、
福
島
は
ど
う
だ
ろ
う
か
・
・
・
。

湧
水
だ
っ
た
が

平
田
　
米
里
（
野
々
市
市
・
歯
科
）

囲 碁

（解答は 2面にあります） （解答は 2面にあります）

持
駒

　な
し

黒先　5分で1、2級以上
〈ヒント〉 ダメヅマリをとがめて
 仕留めます。

〈ヒント〉 香が威力を発揮……。
 10分で2級

■出題　九段　石榑郁郎
■出題　九段　西村一義

123456
一
二
三
四
五
六

初級編 初級編

玉

角

桂

馬
歩歩

香

金

二重枠（2つあります）に
入った数字の合計はいく
つになるでしょう。
【ルール】
①空いているマスに、1か
ら 9までの数字のどれか
を入れます。

②タテ列（9列あります）、
ヨコ列（9列あります）、
太線で囲まれた3× 3の
ブロック（それぞれ 9マ
スあるブロックが9つあ
ります）のどれにも1か
ら9までの数字が1つず
つ入ります。

（答え2面）
パズル制作／ニコリ

SUDOKU 数 独8 9 3 5
5 1

7 2 4 9 6
8 9 □ 1

7 6 8 2
1 □ 6 4
1 8 2 4 6
3 5

2 1 7 3

珍しそうに魚の入った発泡スチロールを
覗いて回る社会科見学の子どもたち

近江町市場商店街振興組合で働いていた塚林淑江
さん（中央）と岸川敏子さん（右）を取材する筆者

観光客でも気軽に買えるようにと地物のカキも
「この場で食べれます」のサービス
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